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Ｊアラートによる情報伝達について
Jアラートのメッセージ内容
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ミサイル発射。
ミサイル発射。
北朝鮮からミサイルが発射さ
れたものとみられます。
建物の中、又は地下に避難し
て下さい。

直ちに避難。
直ちに避難。
直ちに建物の中、又は
地下に避難して下さい。
ミサイルが落下するも
のとみられます。
直ちに避難して下さい。

ミサイル落下。
ミサイル落下。
ミサイルが●●地方に
落下したものとみられ
ます。
続報を伝達しますので、
引き続き屋内に避難し
て下さい。

ミサイル通過。
ミサイル通過。
先程のミサイルは、●●
地方から●●へ通過した
ものとみられます。
不審な物を発見した場合
には、決して近寄らず、
直ちに警察や消防などに
連絡して下さい。

先程のミサイルは、●●
海に落下したものとみら
れます。
不審な物を発見した場合
には、決して近寄らず、
直ちに警察や消防などに
連絡して下さい。

Jアラート

Jアラート

Jアラート

Jアラート

Jアラート



平成29年9月15日弾道ミサイル発射事案におけるＪアラート送信内容

【事案の概要】
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Ｊアラート

７：００ 「ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様で
す。建物の中、又は地下に避難して下さい。」

７：０７ 「ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは、北海道地方から
太平洋へ通過した模様です。不審な物を発見した場合には、決して
近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡して下さい。」

○ 北朝鮮西岸から東に向かって１発の弾道ミサイルが6時57分頃、発射されたこと
を確認。

○ ミサイルは、7時6分頃、北海道地方から太平洋へ通過し、7時16分頃、襟裳岬の
東、約2,200ｋｍの太平洋に落下したものと推定。

※破壊措置の実施はなし。



「弾道ミサイル落下時の行動について」の広報・周知
平成２９年４月２１日 国民保護ポータルサイトにて公開
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国民保護ポータルサイト
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○弾道ミサイルへの対処
・弾道ミサイル落下時の行動について
リーフレット、Ｑ&Ａ、
多言語版リーフレット

・弾道ミサイルに関してＪアラートを
使用する場合

・弾道ミサイルに関してＪアラートを
使用しない場合

○国民保護サイレン
・国民保護サイレンのサイレン音の再生

○国民保護法とは
・避難の仕組み、救援の仕組み
・武力攻撃事態の類型、緊急対処事態の
事態例 など

○有事関連法制
・事態対処法、国民保護法、基本指針

など

○国民保護訓練
・訓練の概要、成果、記録映像 など

○その他参考資料 等
・関係機関の国民保護計画・国民保護
業務計画

・都道府県別避難施設一覧 など
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